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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者に貸し出し媒体を貸し出すとともに、利用者が該貸し出し媒体をゲーム機に投入
することで、ゲームを行い、そのゲーム結果に応じた価値の貸し出し媒体の払い出しを受
けた場合に、該払い出しを受けた貸し出し媒体を含む貸し出し媒体の預け入れをすること
が出来るゲーム店舗の媒体貸し出し／預け入れシステムにおいて、
　ホストサーバーと、
　前記ホストサーバーに接続された複数の店舗の端末機器とを有し、
　前記各店舗の端末機器は、
　前記利用者の固有情報を入力する手段と、
　前記利用者が預けた貸し出し媒体の前記店舗での価値を、各店舗で共通の単価のクレジ
ット数に変換して、前記共通の価値のクレジット数を、前記固有情報と対応させて前記ホ
ストサーバーの記憶手段に記憶させる手段と、
　前記利用者の固有情報により、本人確認する手段と、
　前記本人確認した前記利用者の前記ホストサーバーの記憶手段の前記共通の価値のクレ
ジット数を読み出し、前記クレジット数を、当該店舗での価値の前記貸し出し媒体の数に
変換して、前記店舗での貸し出し媒体を利用者に貸し出す手段とを有し、
　前記各店舗の外で、前記ホストサーバーの前記クレジット数を利用して、前記ホストサ
ーバーの提供するゲームを実行する他の端末を更に有する
　ことを特徴とするゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステム。



(2) JP 4449140 B2 2010.4.14

10

20

30

40

50

【請求項２】
　利用者に貸し出し媒体を貸し出すとともに、利用者が該貸し出し媒体をゲーム機に投入
することで、ゲームを行い、そのゲーム結果に応じた価値の貸し出し媒体の払い出しを受
けた場合に、該払い出しを受けた貸し出し媒体を含む貸し出し媒体の預け入れをすること
が出来るゲーム店舗の媒体貸し出し／預け入れシステムの制御方法において、
　前記システムは、
　ホストサーバーと前記ホストサーバーに接続された複数の店舗の端末機器とを含み、
　前記ホストサーバーに接続された複数の店舗の端末機器が、各々、前記利用者が預けた
貸し出し媒体の前記店舗での価値を、各店舗で共通の単価のクレジット数に変換して、前
記共通の価値のクレジット数を、前記利用者が入力した固有情報と対応させて、前記ホス
トサーバーの記憶手段に記憶する預け入れステップと、
　前記端末機器が、前記利用者の固有情報により、本人確認し、前記本人確認した前記利
用者の前記ホストサーバーの前記共通の価値のクレジット数を読み出し、前記クレジット
数を、当該店舗での価値の前記貸し出し媒体の数に変換して、前記店舗での貸し出し媒体
を利用者に貸し出すステップと、
　前記各店舗の外で、他の端末が、ユーザーの操作に応じて、前記ホストサーバーの前記
クレジット数を利用して、前記ホストサーバーの提供するゲームを実行するステップとを
有する
　ことを特徴とするゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステムの制御方法。
【請求項３】
　請求項１のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステムにおいて、
　前記ホストサーバーは、前記他の端末からの識別番号と前記固有情報とから、本人確認
し、前記クレジット数の利用を許可することを
　特徴とするゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステム。
【請求項４】
　請求項１のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステムにおいて、
　前記ホストサーバーは、前記端末で、ネットゲームを実行させるとともに、前記端末の
実行する前記ネットゲームの対戦相手への支払いを、前記クレジット数を利用して、行う
ことを
　特徴とするゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステム。
【請求項５】
　利用者に貸し出し媒体を貸し出すとともに、利用者が該貸し出し媒体をゲーム機に投入
することで、ゲームを行い、そのゲーム結果に応じた価値の貸し出し媒体の払い出しを受
けた場合に、該払い出しを受けた貸し出し媒体を含む貸し出し媒体の預け入れをすること
が出来るゲーム店舗の媒体貸し出し／預け入れシステムにおいて、
　ホストサーバーと、
　前記ホストサーバーに接続された複数の店舗の端末機器とを有し、
　前記各店舗の端末機器は、
　前記利用者の固有情報を入力する手段と、
　前記利用者が預けた貸し出し媒体の前記店舗での価値を、各店舗で共通の単価のクレジ
ット数に変換して、前記共通の価値のクレジット数を、前記固有情報と対応させて、前記
ホストサーバーの記憶手段に記憶させる手段と、
　前記利用者の固有情報により、本人確認する手段と、
　前記本人確認した前記利用者の前記ホストサーバーの記憶手段の前記共通の価値のクレ
ジット数を読み出し、前記クレジット数を、当該店舗での価値の前記貸し出し媒体の数に
変換して、前記店舗での貸し出し媒体を利用者に貸し出す手段とを有し、
　前記ゲーム機は、前記利用者が、前記店舗において、前記ホストサーバーの前記クレジ
ット数を利用して、ゲームをプレーするモードを有する
　ことを特徴とするゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステム。
【請求項６】
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　請求項５のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステムにおいて、
　前記ホストサーバーは、クレジット数を利用する前記ゲーム機から入力された識別番号
に応じて、本人確認し、クレジット数を利用する前記ゲーム機でのクレジット数の利用を
許可することを
　特徴とするゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステム。
【請求項７】
　請求項６のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステムにおいて、
　前記ホストサーバーは、前記クレジット数を利用するゲーム機で読み取られた利用者の
カードの識別番号に応じて、本人確認し、前記クレジット数を利用するゲーム機でのクレ
ジット数の利用を許可することを
　特徴とするゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステム。
【請求項８】
　請求項５のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステムにおいて、
　前記クレジット数を利用するゲーム機は、前記クレジット数を前記メダル数に変換し、
前記ゲーム機の画面に、前記メダル数を表示することを
　特徴とするゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステム。
【請求項９】
　利用者に貸し出し媒体を貸し出すとともに、利用者が該貸し出し媒体をゲーム機に投入
することで、ゲームを行い、そのゲーム結果に応じた価値の貸し出し媒体の払い出しを受
けた場合に、該払い出しを受けた貸し出し媒体を含む貸し出し媒体の預け入れをすること
が出来るゲーム店舗の媒体貸し出し／預け入れシステムの制御方法において、
　ホストサーバーに接続された複数の店舗の端末機器が、各々、前記利用者が預けた貸し
出し媒体の前記店舗での価値を、各店舗で共通の単価のクレジット数に変換して、前記共
通の価値のクレジット数を、前記利用者が入力した固有情報と対応させて、前記ホストサ
ーバーの記憶手段に記憶する預け入れステップと、
　前記端末機器が、前記利用者の固有情報により、本人確認し、前記本人確認した前記利
用者の前記ホストサーバーの記憶手段の前記共通の価値のクレジット数を読み出し、前記
クレジット数を、当該店舗での価値の前記貸し出し媒体の数に変換して、前記店舗での貸
し出し媒体を利用者に貸し出すステップと、
　前記ゲーム店舗の前記ゲーム機が、前記利用者の操作に応じて、前記店舗において、前
記ホストサーバーの前記クレジット数を利用して、前記ゲームのプレーを実行するステッ
プとを有する
　ことを特徴とするゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステムの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、店舗において、貸し出しメダル等の貸し出し媒体を用いて、ゲームを行うため
のゲーム方法及びそのシステムに関し、特に、各店舗で、預け入れた貸し出し媒体を利用
するためのゲーム方法及びそのシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、アミューズメント施設が盛んに展開されている。これらの施設では、各種のゲーム
機が設置されており、特に、貸し出しメダル、パチンコ球を用いて、ゲームを楽しむゲー
ム機の人気が高い。このような施設（以下、店舗という）では、利用者に、メダルを貸し
出し、利用者は、メダルを利用して、ゲーム機を操作し、ゲーム結果に応じたメダルを獲
得するシステムを採用している。このゲーム機としては、双六ゲーム機、競馬ゲーム機、
スロットマシン、パチンコ機等種々のものがある。
【０００３】
このようにして、獲得したメダル等は、現金に換金することは、禁止されている。このた
め、利用者は、その店舗に、獲得したメダル等を預け、次回に、その店舗で引き出し、利
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用するサービスが提供されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来、その獲得メダル等は、基本的に、その獲得した店舗のみで有効であ
り、他の店舗では、使用できないという問題がある。例えば、ある店舗で獲得したメダル
等を、他の店舗で利用できれば、場所を問わず利用でき、利用者にとって極めて便利であ
る。又、メダル等を獲得した店舗のゲーム機と、異なる種類のゲーム機を設置した他の店
舗を利用できれば、利用者のサービスを一層魅力あるものにできる。これにより、店舗に
とっても、利用者の来場、利用頻度の向上が期待できる。
【０００５】
従来のゲーム方法では、その店舗しか利用できないため、利用者にかかる便宜を与えるが
困難であるという問題がある。
【０００６】
又、各店舗のメダル等の単価は、その地域における物価や、他店での設定価格等により決
定され、且つ随時変化するため、他店の獲得メダル等を、自店で使用することが困難であ
る。
【０００７】
従って、本発明の目的は、ゲーム機を利用するための貸し出し媒体を、異なる店舗で利用
するためのゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れ方法及びそのシステムを提供することに
ある。
【０００８】
又、本発明の他の目的は、店舗により、単価が異なる貸し出し媒体を、異なる店舗で利用
するためのゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れ方法及びそのシステムを提供することに
ある。
【０００９】
更に、本発明の別の目的は、利用者のゲーム状況を取得して、利用者の獲得サービスを向
上するためのゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れ方法及びそのシステムを提供すること
にある。
【００１０】
更に、本発明の別の目的は、預かり貸し出し媒体の事務処理の負担を軽減するためのゲー
ム施設の媒体貸し出し／預け入れ方法及びそのシステムを提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
この目的の達成のため、本発明の一態様のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れ方法は、
店舗に貸し出し媒体を預け、前記預けた前記貸し出し媒体の前記店舗での価値を、各店舗
で共通の価値のクレジット数に変換して、前記店舗に接続されたセンターに記憶する預け
入れステップと、利用者の前記センターの前記共通の価値のクレジット数を読み出し、当
該店舗での前記貸し出し媒体の価値に変換して、前記店舗での価値の貸し出し媒体を利用
者に貸し出すステップと、前記店舗で、前記利用者が、前記店舗での価値の貸し出し媒体
を使用して、前記ゲーム機を利用するステップとを有する。
【００１２】
本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステムの一態様は、センターと、前記セ
ンターに接続された複数の店舗とを有し、前記各店舗は、貸し出し媒体の投入に応じて、
ゲームを行い、ゲーム結果に応じた価値の貸し出し媒体の払い出しを行うゲーム機と、前
記店舗に預けた前記貸し出し媒体の前記店舗での価値を、各店舗で共通の価値のクレジッ
ト数に変換して、前記店舗に接続されたセンターに記憶するための預け入れ手段と、利用
者の前記センターの前記共通の価値のクレジット数を読み出し、当該店舗での前記貸し出
し媒体の価値に変換して、前記店舗での価値の貸し出し媒体を利用者に貸し出す手段とを
有する。
【００１３】
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この態様では、預かった貸し出し媒体を、各店舗に接続されたセンターで、一括管理し、
各店舗で貸し出し媒体を利用できるようにした。ある店舗で獲得したメダル等を、他の店
舗で利用できるため、利用者にとって極めて便利である。又、メダル等を獲得した店舗の
ゲーム機と、異なる種類のゲーム機を設置した他の店舗を利用できるため、利用者のサー
ビスを一層魅力あるものにできる。これにより、店舗にとっても、利用者の来場、利用頻
度の向上が期待できる。更に、センターで一括管理するため、各店舗での貸し出し媒体の
事務処理の負担も低減できる。
【００１４】
又、各店舗での貸し出し媒体の単価の違いを吸収するため、各店舗での価値を、共通の価
値のクレジット数に変換して、一括管理している。このため、各店舗で個別に単価を設定
しても、各店舗で、他の店舗で預け入れた貸し出し媒体を利用できる。
【００１５】
又、本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れ方法は、前記預け入れステップは、前
記店舗で、前記預けた前記貸し出し媒体の前記店舗での価値を、各店舗で共通の価値のク
レジット数に変換するステップと、前記共通の価値のクレジット数を、前記センターで記
憶するステップとを有し、前記貸し出しステップは、前記利用者の前記センターの前記共
通の価値のクレジット数を読み出すステップと、前記店舗で、前記クレジット数を、当該
店舗での前記貸し出し媒体の価値に変換して、前記店舗での価値の貸し出し媒体を利用者
に貸し出すステップとを有する。
【００１６】
本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステムは、前記店舗は、前記預けた前記
貸し出し媒体の前記店舗での価値を、各店舗で共通の価値のクレジット数に変換し、前記
利用者の前記センターの前記共通の価値のクレジット数を読み出し、当該店舗での前記貸
し出し媒体の価値に変換するサーバーを有する。
【００１７】
各店舗において、個別の価値と共通の価値との変換をおこなうため、変換率を、各店舗で
容易に設定、変更できる。
【００１８】
更に、本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れ方法は、前記預け入れステップは、
前記預けたメダルの前記店舗での単価のメダル数を、各店舗で共通の単価のクレジット数
に変換して、前記共通の価値のクレジット数を、前記センターで記憶するステップを有し
、前記貸し出しステップは、前記利用者の前記センターの前記共通の単価のクレジット数
を読み出し、前記クレジット数を、当該店舗での単価の前記メダル数に変換して、前記店
舗での単価のメダルを利用者に貸し出すステップを有する。
【００１９】
本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステムは、前記預け入れ手段は、前記預
けたメダルの前記店舗での単価のメダル数を、各店舗で共通の単価のクレジット数に変換
して、前記共通の価値のクレジット数を、前記センターで記憶する手段を有し、前記貸し
出し手段は、前記利用者の前記センターの前記共通の単価のクレジット数を読み出し、前
記クレジット数を、当該店舗での単価の前記メダル数に変換して、前記店舗での単価のメ
ダルを利用者に貸し出す手段を有する。
【００２０】
この態様では、現金や景品に交換できないメダルに適用することにより、メダルゲーム施
設の利用者の便利性を向上できる。
【００２１】
更に、本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れ方法は、前記預け入れステップは、
前記利用者のカードを読み取るステップと、前記利用者が預けた貸し出し媒体の前記店舗
での価値を、各店舗で共通の単価のクレジット数に変換して、前記共通の価値のクレジッ
ト数を、前記カードでアクセスできる前記センターで記憶するステップを有し、前記貸し
出しステップは、前記利用者のカードにより、本人確認するステップと、前記本人確認し
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た前記利用者の前記センターの前記共通の価値のクレジット数を読み出し、前記クレジッ
ト数を、当該店舗での価値の前記貸し出し媒体に変換して、前記店舗での貸し出し媒体を
利用者に貸し出すステップを有する。
【００２２】
本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステムは、前記預け入れ手段は、前記利
用者のカードを読み取る手段と、前記利用者が預けた貸し出し媒体の前記店舗での価値を
、各店舗で共通の単価のクレジット数に変換して、前記共通の価値のクレジット数を、前
記カードでアクセスできる前記センターで記憶する手段とを有し、前記貸し出し手段は、
前記利用者のカードにより、本人確認する手段と、前記本人確認した前記利用者の前記セ
ンターの前記共通の価値のクレジット数を読み出し、前記クレジット数を、当該店舗での
価値の前記貸し出し媒体に変換して、前記店舗での貸し出し媒体を利用者に貸し出す手段
とを有する。
【００２３】
この態様では、利用者にカードを保持させ、預け入れ、貸し出しを管理するため、利用者
個別の預け入れ数を、容易に一括管理できる。又、貸し出し時に、本人確認でき、不正利
用を防止できる。
【００２４】
本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れ方法は、前記貸し出しステップは、自動貸
し出し機により、前記利用者のカードにより、本人確認するステップと、前記自動貸し出
し機により、前記本人確認した前記利用者の前記センターの前記共通の価値のクレジット
数を読み出し、前記クレジット数を、当該店舗での価値の前記貸し出し媒体に変換して、
前記店舗での貸し出し媒体を利用者に貸し出すステップとを有する。
【００２５】
本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステムは、前記貸し出し手段は、前記利
用者のカードの操作により、変換された当該店舗での価値の前記貸し出し媒体を利用者に
貸し出す自動貸し出し機で構成される。
【００２６】
この態様では、貸し出し機を、カードを利用した自動貸し出し機で構成したため、利用者
の便宜を図るとともに、店舗の省力化も可能となる。
【００２７】
本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れ方法は、前記貸し出しステップは、自動貸
し出し機により、現金の投入に応じて、前記店舗での価値の前記有価媒体を利用者に貸し
出すステップを更に有する。本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステムは、
前記自動貸し出し機は、現金の投入に応じて、前記店舗での価値の前記有価媒体を利用者
に貸し出す。
【００２８】
この態様では、カードのほかに、現金でも、貸し出し媒体の自動貸し出しを可能としたた
め、利用者に便利であり、且つ店舗の自動貸し出し機の数を削減できる。
【００２９】
本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れ方法は、前記ゲーム機を利用するステップ
は、カードを前記ゲーム機に読み取らせるステップと、前記利用者の前記ゲーム機の利用
状況を、前記センターで記憶するステップとを有する。本発明のゲームシステムは、前記
ゲーム機は、前記カードを読み取る手段と、前記利用者の前記ゲーム機の利用状況を、前
記センターに通知する手段とを有する。
【００３０】
この態様では、前述の利用者のカードを利用して、ゲーム機の利用状況をセンターで管理
するため、各店舗で、利用状況を参照でき、来店時等に、利用者に魅力あるサービスを提
供できる。
【００３１】
本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れ方法は、前記ゲーム機を利用するステップ
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は、カードを前記ゲーム機に読み取らせるステップと、前記利用者の前記ゲーム機の利用
状況を、前記センターで記憶するステップとを有し、前記貸し出しステップは、前記本人
確認した前記利用者の前記センターの前記共通の価値のクレジット数を読み出し、前記ク
レジット数を、当該店舗での価値の前記貸し出し媒体に変換して、前記店舗での貸し出し
媒体を利用者に貸し出すステップと、前記利用者の前記センターの利用状況を読み出し、
表示するステップとを有する。
【００３２】
本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステムは、前記ゲーム機は、前記カード
を読み取る手段と、前記利用者の前記ゲーム機の利用状況を、前記センターに通知する手
段とを有し、前記貸し出し手段は、前記利用者の前記センターの利用状況を読み出し、表
示する手段を有する。
【００３３】
この態様では、貸し出し手段に、個別の利用者のゲーム機利用状況を表示するため、利用
者への利用状況に応じたサービスを即座に実行できる。
【００３４】
更に、本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れ方法及びゲーム施設の媒体貸し出し
／預け入れシステムは、前記店舗外で、前記センターの前記クレジット数を利用して、前
記センターの提供するゲームを実行する端末を更に有する。センターのクレジット数を、
ネットゲーム等にも利用できるため、更に利用者の便宜を図ることができる。
【００３５】
本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れ方法及びゲーム施設の媒体貸し出し／預け
入れシステムは、センターと、前記センターに接続された複数の店舗とを有し、前記各店
舗は、貸し出し媒体の投入に応じて、ゲームを行い、ゲーム結果に応じた価値の貸し出し
媒体の払い出しを行うゲーム機と、　前記店舗に預けた前記貸し出し媒体の価値を、前記
店舗に接続されたセンターに記憶する預け入れ手段と、利用者の前記センターの貸し出し
媒体の価値を読み出し、前記店舗でその価値の貸し出し媒体を利用者に貸し出す手段とを
有する。
【００３６】
本発明のゲーム施設の媒体貸し出し／預け入れシステムは、貸し出し媒体の投入に応じて
、ゲームを行い、ゲーム結果に応じた価値の貸し出し媒体の払い出しを行うゲーム機と、
店舗に預けた前記貸し出し媒体の価値を、前記店舗に接続されたセンターに記憶する預け
入れ手段と、利用者の前記センターの貸し出し媒体の価値を読み出し、前記店舗でその価
値の貸し出し媒体を利用者に貸し出す手段とを有する。
【００３７】
この態様では、預かった貸し出し媒体を、各店舗に接続されたセンターで、一括管理し、
各店舗で貸し出し媒体を利用できるようにした。ある店舗で獲得したメダル等を、他の店
舗で利用できるため、利用者にとって極めて便利である。又、メダル等を獲得した店舗の
ゲーム機と、異なる種類のゲーム機を設置した他の店舗を利用できるため、利用者のサー
ビスを一層魅力あるものにできる。これにより、店舗にとっても、利用者の来場、利用頻
度の向上が期待できる。更に、センターで一括管理するため、各店舗での貸し出し媒体の
事務処理の負担も低減できる。
【００３８】
本発明の貸し出し機は、貸し出し媒体の投入に応じて、ゲームを行い、ゲーム結果に応じ
た価値の貸し出し媒体の払い出しを行うゲーム機のための前記貸し出し媒体を貸し出すも
のであり、店舗に預けた前記貸し出し媒体の価値を記憶するセンターの利用者の貸し出し
媒体の価値を読み出す手段と、前記店舗でその価値の貸し出し媒体を利用者に貸し出す手
段とを有する。貸し出し機により、センターに一括管理された貸し出し媒体の価値を読み
出し、貸し出すため、自動化が可能となる。
【００３９】
【発明の実施の形態】
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以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を、ゲームシステム、ゲーム方法、他の実施
の形態の順で説明する。
【００４０】
・・ゲームシステム・・
図１は、本発明の一実施の態様のゲームシステムの構成図、図２は、その貸し出し機の構
成図、図３は、図２の貸し出し機のブロック図、図４は、預入機の構成図、図５は、ゲー
ム機の構成図である。
【００４１】
図１のゲームシステムは、メダルゲームシステムを示す。各アミューズメント店舗２－１
，２－２，２－３，２－ｎは、メダルを使用して、ゲームを楽しむ施設である。このシス
テムに加盟した店舗２－１－２－ｎは、ネットワーク回線により、ホストサーバー１（以
下、センターという）に接続される。
【００４２】
各店舗２－１－２－ｎは、ストアサーバ３と、カウンタ４と、自動メダル貸し出し預け入
れ機９と、複数のゲーム機１０－１－１０－ｎからなる。カウンタ４は、店舗端末５と、
暗証入力機能を備えたカードリーダ６と、カード発行のためのカードライタ７と、メダル
預け入れ機８からなる。
【００４３】
カウンタ４は、店員が、店舗の来場者に、カード１１の発行、メダルの貸し出し、メダル
の預け入れ、利用者への情報の提供等を行うためのものである。即ち、会員申し込み書に
氏名等を記載した来場者に対し、カードライタ７を用いて、会員カード１１を発行する。
このカード１１は、磁気カード、ＩＣカード、光カード等の読み取り可能なカードを用い
ることができる。
【００４４】
カウンタ４は、パーソナルコンピュータ等で構成される店舗端末５を備える。店舗端末５
は、サーバー３に接続されている。店舗端末５には、前述のカードライタ７、カードリー
ダ６、メダル預け入れ機８が接続されている。カードリーダ６は、利用者の会員カード１
１を読み取る。又、カードリーダ６から、利用者がパスワード（暗証番号）を入力するこ
とができる。
【００４５】
メダル預け入れ機８は、図４に示すように、会員カード１１を読み取るカードリーダ８０
と、メダル１２を投入するメダル投入口８３と、投入メダル数等を表示するモニター８２
と、操作キー８１とを有する。投入口８３に投入されたメダルは、内部のカウント機構に
より、カウントされ、その結果は、モニター８２に表示される。利用者が、操作キー８１
を操作して、承認すると、カウントされたメダル数と、カード１１のＩＤとが、端末５に
送信される。尚、預かり証を発行することもできる。
【００４６】
メダル貸し出し／預け入れ機９は、現金１３又はカード１１の投入に応じて、所望の枚数
のメダル１２を放出するものである。図２に示すように、硬貨投入口９０と、カードリー
ダ９１と、紙幣挿入口９３と、操作キー９２と、モニター９４と、メダル放出口９５と、
硬貨返却口９６と、パスワード等の入力のためのテンキー９７と、メダル１２の投入口１
０１とを有する。
【００４７】
貸し出し／預け入れ機９は、図３のブロック図に示すように、カードリーダ９１と、現金
鑑別機９８と、モニター９４と、操作キー９２と、メダル払い出し機構９９と、テンキー
９３と、メダル預け入れ機構１０１と、これらを制御する制御部１００とを有する。制御
部１００は、マイクロプロセッサで構成され、カードリーダ９１にカードが挿入されたこ
とを検出して、カードモードを実行し、挿入口９０，９３に、硬貨又は紙幣が挿入された
ことを検出して、現金モードを実行する。
【００４８】
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現金モードは、周知のメダル貸し出し機能であり、投入された現金額内で、操作キー９２
で指定した枚数のメダル１２を払い出すモードである。一方、カードモードは、本発明の
実施例に特に設けられたモードであり、カード１１のＩＤを読み取り、テンキー９３から
パスワードを入力させる。ＩＤとパスワードとをサーバー３を介して、センター１に送信
する。センター１では、ＩＤとパスワードとにより、本人確認し、本人と確認すると、そ
の利用者のクレジット数をサーバー３に送信する。サーバー３は、後述するように、その
店舗でのメダルの価値により、クレジット数をメダル数に変換して、貸し出し／預け入れ
機９に送信する。
【００４９】
貸し出し／預け入れ機９では、モニター９４に、メダル数を表示する。利用者は、操作キ
ー９２を操作して、必要なメダル数を選択する。そして、メダル払い出し機構９９により
、その選択された数のメダル１２が放出される。前述の利用者のメダル数は、前述の放出
メダル数を差し引かれ、サーバー３に通知される。サーバー３は、前述のメダル単価に従
い、クレジット数に変換して、センター１に送信する。センター１では、これにより、当
該利用者のクレジット数を更新する。
【００５０】
同様に図２と同様の動作で預け入れを行う。即ち、投入口１０１に投入されたメダルは、
内部のカウント機構により、カウントされ、その結果は、モニター９４に表示される。利
用者が、操作キー９２を操作して、承認すると、カウントされたメダル数と、カード１１
のＩＤとが、端末５に送信される。尚、預かり証を発行することもできる。
【００５１】
これらの制御は、制御部１００が行う。このカード１１を用いたメダル貸し出し処理は、
前述の窓口のカードリーダ６、端末５、及び図示しない窓口のメダル貸し出し機を用いて
、行うことができる。
【００５２】
次に、図１に戻り、ゲーム機１０－１－１０－ｎは、基本的に、メダル１２の投入に応じ
て、ゲームを開始し、ゲーム結果に応じた枚数のメダル１２を放出するものである。この
ようなゲーム機としては、ポーカーゲーム機（例えば、日本国特許第２６６０５８６号公
報）、競馬ゲーム機（例えば、日本国特許第２６２１６６３号公報、日本国特公平７－２
８９５８号公報）、ルーレットゲーム機（日本国特公平７－１１２５０１号公報）等を用
いることができる。
【００５３】
更に、本発明の実施例では、このゲーム機１０－１－１０－ｎに、利用者のカード１１を
読み取るカードリーダと、その利用者の利用状況をサーバー３に送信する通信機能が設け
られている。即ち、利用者のＩＤと、ゲーム機の種類、ゲーム開始時刻、終了時刻、ゲー
ム利用メダル数等の利用情報とを、サーバー３を介して、センター１に送信する。センタ
ー１では、これを遊戯履歴として、格納する。
【００５４】
図５に、カードリーダを備えたメダルゲーム機の一例を示す。このメダルゲーム機１０－
１は、双六ゲームを楽しむゲーム機であり、メダル投入口１０１と、操作卓１０３，１０
４と、メダル放出口１０５，１０６とを有している。更に、このゲーム機は、カードリー
ダ１０２を有する。
【００５５】
次に、図１のセンター１について、説明する。センター１は、周知のコンピュータシステ
ムで構成される。そして、そのファイル１１０には、各利用者のデータが格納される。こ
のデータは、各利用者のＩＤ，パスワード、氏名、住所、年齢、性別等の個人情報と、前
述したクレジット数と、獲得ポイント数と、遊戯履歴とからなる。
【００５６】
一方、図１のストアサーバー３は、周知のコンピュータで構成され、センター１とネット
ワーク回線を介して接続される。店舗内において、ストアサーバー３は、窓口端末５、貸
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し出し機９、ゲーム機１０－１－１０－ｎと接続される。ストアサーバー３には、センタ
ー１のクレジット数を、店舗でのメダル単価に応じたメダル数に換算し、メダル数を、共
通の価値で設定したクレジット数に換算する換算処理３０が設けられている。
【００５７】
例えば、ある店舗で、メダル単価が、１０００円で、２０枚、即ち、１枚５０円と設定し
た場合には、その店舗でのメダル数は、５０倍され、クレジット数に換算される。又、セ
ンター１のクレジット数は、１／５０倍され、その店舗でのメダル数に換算される。同様
に、他の店舗で、メダル単価が、１０００円で、１００枚、即ち、１枚１０円と設定した
場合には、その店舗でのメダル数は、１０倍され、クレジット数に換算される。又、セン
ター１のクレジット数は、１／１０倍され、その店舗でのメダル数に換算される。サーバ
ー３には、その店舗での単価又は交換レートが設定される。
【００５８】
このように、センター１で、利用者の預け入れメダル数を管理するため、このシステムに
加入し、センター１と接続された店舗であれば、全国どこの店舗であっても、獲得メダル
を預け入れ、引き出すことが可能となる。このため、メダルゲーム施設の利用推進に有効
である。
【００５９】
又、各店舗でのメダル単価の決定の自主性を維持するため、共通の価値でメダル数を一括
管理し、各店舗では、自店でのメダル単価に応じて、変換しているため、各店舗でメダル
単価が相違しても、共通の価値として、１元管理できる。更に、店舗で換算するため、各
店舗でメダル単価を、変更しやすい。又、変更後、他店に、メダル単価が漏れるおそれも
少ない。勿論、店舗が許可すれば、センター１で、この換算を行うこともできる。
【００６０】
更に、利用者の情報として、遊戯履歴を１元管理している。このため、自店ばかりでなく
、他店でのゲーム利用状況を、各店舗で、把握でき、利用者の来店時等に、利用者の嗜好
に応じたゲーム機の紹介等のサービスを行うことができ、優良顧客の固定化を図ることが
できる。
【００６１】
しかも、カードを用いているため、預け入れ、貸し出しを自動化でき、かつ引き出しのた
めの本人確認も容易であり、店舗間で預け入れ、引き出しを行っても、不正を防止できる
。
【００６２】
貸し出し媒体を、メダルで説明したが、同様に、パチンコ玉等の他の貸し出し媒体を使用
できる。
【００６３】
・・ゲーム方法・・
次に、本発明のゲーム方法を説明する。図６は、カード発行時の処理フロー図、図７は、
メダル貸し出しフロー図、図８は、メダル預け入れフロー図、図９は、ゲーム時の処理フ
ロー図である。
【００６４】
図６により、登録時の手順を説明する。
【００６５】
（Ｓ１）先ず、このシステムを利用したい利用者は、来店時等に、申し込み用紙に、住所
、氏名等の個人情報を記載し、カウンタ４に申し込む。
【００６６】
（Ｓ２）カウンタ４では、店員が、申し込み事項をチエックした後、端末５を操作して、
個人情報を入力し、サーバー３を介し、センター１に登録する。この際、利用者にパスワ
ードを指定させ、これもセンター１に登録する。センター１からは、ＩＤ（識別番号）が
通知される。
【００６７】
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（Ｓ３）端末５の操作により、カードライタ７を動作させ、前述のＩＤを記録した会員カ
ード１１を発行して、利用者に渡す。これにより、登録処理を終了する。
【００６８】
次に、図７により、メダル貸し出し処理を説明する。
【００６９】
（Ｓ５）利用者は、メダルを借りるため、メダル貸し出し／預け入れ機９を操作する。メ
ダル貸し出し／預け入れ機９では、カードリーダ９１にカードが挿入されたことを検出し
て、カードモードを実行し、挿入口９０，９３に、硬貨又は紙幣が挿入されたことを検出
して、現金モードを実行する。
【００７０】
（Ｓ６）現金モードは、周知のメダル貸し出し機能であり、投入された現金額内で、操作
キー９２で指定した枚数のメダル１２を払い出す。一方、カードモードでは、挿入された
カード１１のＩＤを読み取り、テンキー９３からパスワードを入力させる。ＩＤとパスワ
ードとをサーバー３を介して、センター１に送信する。センター１では、ＩＤとパスワー
ドとにより、本人確認し、本人と確認すると、その利用者のクレジット数をサーバー３に
送信する。サーバー３は、前述したように、その店舗でのメダルの価値（交換レート）に
より、クレジット数をメダル数に変換して、貸し出し機９に送信する。
【００７１】
（Ｓ７）貸し出し機９では、モニター９４に、メダル数を表示する。利用者は、操作キー
９２を操作して、必要なメダル数を選択する。そして、メダル払い出し機構９９により、
その選択された数のメダル１２が放出される。
【００７２】
（Ｓ８）前述の利用者のメダル数は、前述の放出メダル数を差し引かれ、サーバー３に通
知される。サーバー３は、前述のメダル単価に従い、クレジット数に変換して、センター
１に送信する。センター１では、これにより、当該利用者のクレジット数を更新する。そ
して、カード１１を返却する。
【００７３】
（Ｓ９）現金モードでは、つり銭の放出が行われる。これにより、メダル貸し出し処理を
終了する。
【００７４】
これらの貸し出しは、前述したように、窓口４において、カードリーダ６、端末５、貸し
出し機を用いて、同様に行うことができる。従って、利用者は、いずれも選択できる。窓
口では、前述のセンター１の利用者の遊戯履歴を読み出すことができる。これを、分析す
ることにより、利用者に、好みのゲーム機等の誘導を行うことができる。
【００７５】
次に、メダル預け入れ処理を、図８により、説明する。
【００７６】
（Ｓ１０）利用者は、メダル預け入れ機８のカードリーダ８０に、会員カード１１を挿入
する。カードリーダ８０は、会員カード１１を読み取る。
【００７７】
（Ｓ１１）利用者は、預け入れるメダル１２を投入口８３に投入する。投入口８３に投入
されたメダルは、内部のカウント機構により、カウントされ、その結果は、モニター８２
に表示される。
【００７８】
（Ｓ１２）利用者が、操作キー８１を操作して、承認すると、カウントされたメダル数と
、カード１１のＩＤとが、端末５を介して，サーバー３に送信される。
【００７９】
（Ｓ１３）サーバー３は、前述の換算処理ｓにより、メダル数を、共通のクレジット数に
換算して、ＩＤとともに、センター１に送信する。センター１では、当該ＩＤのクレジッ
ト数を更新する。
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【００８０】
（Ｓ１４）カード１１を返却し、終了する。
【００８１】
この預け入れは、前述のメダル貸し出し／預け入れ機９を用いても、行うことができる。
【００８２】
次に、ゲーム機での処理を、図９により、説明する。
【００８３】
（Ｓ１５）ゲーム機１０－１に、メダルを投入する前、又は後に、カードリーダ１０２に
会員カード１１を挿入する。
【００８４】
（Ｓ１６）ゲーム機１０－１は、ゲームを開始し、利用者は、ゲームを楽しみ、ゲームを
終了する。ゲーム機１０－１は、その利用者の利用状況をサーバー３に送信する。即ち、
利用者のＩＤと、ゲーム機の種類、ゲーム開始時刻、終了時刻、ゲーム利用メダル数等の
利用情報を、サーバー３を介して、センター１に送信する。センター１では、これを遊戯
履歴として、格納する。
【００８５】
（Ｓ１７）利用者にカード１１を返却して、終了する。
【００８６】
この履歴の利用方法は、前述の窓口での利用者サービスの他に、各店舗で、履歴を分析し
、利用者にゲームイベントの開催の通知や、新機種導入の知らせ等を行うことができる。
これにより、優良顧客を、全国レベルで固定化できる。
【００８７】
・・他の実施の形態・・
図１０は、本発明の他の実施の態様のシステム構成図である。図１０中、図１で説明した
ものと同一のものは、同一の記号で示している。このシステムは、図１のシステムを発展
して、自宅の端末２０－１－２０－ｎにより、前述のセンター１の自己のクレジット数を
利用できるようにしたものである。
【００８８】
即ち、家庭ゲーム機２０－１－２０－ｎにより、インターネットにより、センター１にア
クセスし、センター１の提供する対戦ゲーム、マージャンゲーム等を家庭で楽しむ。その
場合、家庭ゲーム機から、ＩＤと、パスワードを入力して、センター１で本人確認する。
これにより、クレジット数を利用して、ネットゲームを楽しむことができる。例えば、対
戦相手への支払いや、ゲーム利用料に、クレジット数を利用できる。
【００８９】
図１１は、本発明の更に別の実施の形態のゲーム処理フロー図である。図１１では、ゲー
ム機１０－１を、メダルを使用せずに、センター１のクレジット数を直接利用して、プレ
ーするモードを、ゲーム機に設けたものである。
【００９０】
（Ｓ２０）利用者は、ゲーム機１０－１をクレジットで利用するため、カードリーダ１０
２にカードを挿入する。ゲーム機１０－１は、カードが挿入されたことを検出して、カー
ドモードを実行する。
【００９１】
（Ｓ２１）カードモードでは、挿入されたカード１１のＩＤを読み取り、ゲーム機の図示
しないテンキーからパスワードを入力させる。ＩＤとパスワードとをサーバー３を介して
、センター１に送信する。センター１では、ＩＤとパスワードとにより、本人確認し、本
人と確認すると、その利用者のクレジット数をサーバー３に送信する。サーバー３は、前
述したように、その店舗でのメダルの価値（交換レート）により、クレジット数をメダル
数に変換して、ゲーム機１０－１に送信する。ゲーム機１０－１では、モニターに、メダ
ル数を表示する。
【００９２】
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（Ｓ２２）利用者は、ゲーム機の開始キーを押し、プレーを開始する。ゲームを終了する
と、メダル数から、使用メダル数が減算され、獲得メダル数が加算される。
【００９３】
（Ｓ２３）前述の更新された利用者のメダル数は、サーバー３に通知される。サーバー３
は、前述のメダル単価に従い、クレジット数に変換して、センター１に送信する。センタ
ー１では、これにより、当該利用者のクレジット数を更新する。そして、カード１１を返
却する。
【００９４】
又、図１の説明では、本人確認のため、カードとパスワードを使用したが、指紋、声紋等
やカードを用いずＩＤ、パスワードを用いた他の本人確認手段を利用できる。
【００９５】
以上、本発明を実施の態様により説明したが、本発明の趣旨の範囲内で、種々の変形が可
能であり、これらを本発明の技術的範囲から排除するものではない。
【００９６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、次の効果を奏する。
(1)預かった貸し出し媒体を、各店舗に接続されたセンターで、一括管理し、各店舗で貸
し出し媒体を利用できるようにしたため、ある店舗で獲得したメダル等を、他の店舗で利
用できるため、利用者にとって極めて便利である。
(2)又、メダル等を獲得した店舗のゲーム機と、異なる種類のゲーム機を設置した他の店
舗を利用できるため、利用者のサービスを一層魅力あるものにできる。これにより、店舗
にとっても、利用者の来場、利用頻度の向上が期待できる。
(3)更に、センターで一括管理するため、各店舗での貸し出し媒体の事務処理の負担も低
減できる。
(4)又、各店舗での貸し出し媒体の単価の違いを吸収するため、各店舗での価値を、共通
の価値のクレジット数に変換して、一括管理している。このため、各店舗で個別に単価を
設定しても、各店舗で、他の店舗で預け入れた貸し出し媒体を利用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の態様のゲームシステムの構成図である。
【図２】図１のメダル貸し出し／預け入れ機の構成図である。
【図３】図２のメダル貸し出し／預け入れ機のブロック図である。
【図４】図１のメダル預け入れ機の構成図である。
【図５】図１のゲーム機の構成図である。
【図６】図１の登録処理フロー図である。
【図７】図１のメダル貸し出し処理フロー図である。
【図８】図１のメダル預け入れ処理フロー図である。
【図９】図１のゲーム機の処理フロー図である。
【図１０】本発明の他の実施の形態のシステム構成図である。
【図１１】本発明の更に別の実施の形態のゲーム機の処理フロー図である。
【符号の説明】
１　ホストサーバー（センター）
２－１－２－ｎ　店舗
３　ストアサーバー
４　窓口
５　店舗端末
６　カードリーダ
７　カードライタ
８　メダル預け入れ機
９　メダル貸し出し／預け入れ機
１０－１－１０－ｎ　ゲーム機
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